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                               資料７  
○川西市情報公開条例（(抜粋) 

 

第7条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる

情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求者

に対し、当該公文書の公開をしなければならない。 

(1) 個人の思想、宗教、身体的特徴、健康状態、家族構成、職業、学歴、出身、住所、

所属団体、財産、所得等に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)

で、特定の個人が識別され、又は識別され得るもののうち、一般に他人に知られたくな

いと認められるもの 


